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地域風景資産ってなぁに？

地域風景資産の選定は、地域の風景づくり活動によって
せたがや全体の風景をより良くするために、
次の２つの「きっかけ」をつくることを目指しています。

◆大切にしたい風景を感じている人、地域の人、所有者、区の
職員など、風景づくりに関わるさまざまな人たちで風景の価
値を考える「きっかけ」

◆身近な環境を良くするための具体的な方法を考えることで地
域で続けていける 風景づくり活動を生み出す「きっかけ」

「いいところだな！」からはじまる、せたがやの風景づくりの物語

　「地域風景資産の選定」は
　 大切な風景を守り育てたい！ もっと良くしたい！
　 そんなあなたの気持ちを応援するしくみです。
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「私の大切な風景」から
「地域で守り育てる風景」へ
地域風景資産第１回選定から 10 年。
風景づくり活動が生まれ、風景づくりの輪が広がっています。
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